


た場合であっても、１．及び２．（１）に基づいた感染予防策を適切に講じていれば、

濃厚接触者には該当しないこと。 

・新型コロナウイルス感染症患者の対応に携わった薬局の薬剤師等は、濃厚接触者に該

当するかに関わらず、毎日検温を実施し、自身の健康管理を強化すること。 

 

３．調剤の求めに応ずる義務について 

患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の調剤の求め

を拒否することは、薬剤師法（昭和 35 年法律第 146 号）第 21 条及び医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和 36 年厚生省令第１号）

第 11 条の 11 における「正当な理由」に該当しない。 

 

（参考） 

〇「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第２版）」(2020 年３月

２日 日本環境感染学会) 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=341 

 

○「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（2020 年３月５日国立感染症研究所、国

立国際医療研究センター国際感染症センター） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

 

以上 

 

 


